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一富山県男女共同参画推進条例制定一

いきいきと輝く
男女共同参画社会の
創造のために
社会のあらゆる分野で、男女がお互いを尊重しながら個性と能力を発揮できる

男女共同参画社会の実現をめざし、「富山県男女共同参画推進条例」が制定され

ました。4月1日かう施行されます。

と
職
場
や
学
校
、
地
域
で
の
活
動
、
が
両
立
で

き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

生
涯
に
わ
た
る
健
康
の
確
保

男
女
が
生
涯
を
通
じ
て
健
康
で
、
妊
娠
や
出

産
、
か
安
全
で
快
適
な
環
境
で
で
き
る
よ
う
に

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

国
際
的
協
調

各
種
の
取
り
組
み
は
、
本
県
と
つ
芯
が
り
が

深
い
環
日
本
海
地
域
で
の
取
り
組
み
を
重
視

し
つ
つ
、
国
際
的
協
調
の
下
に
行
う
こ
と
が

大
切
で
す
。

事業者の責務

-
県
、
県
民
、
事
業
者
の

務

条
例
で
は
、
県
、
県
民
、

事
業
者
そ
れ
ぞ
れ

の
果
た
す
べ
き
責
務

(責
任
と
義
務
)
を
示

し
て
い
ま
す
。

県
は社

会
で
の
男
女
聞
の
格
差
を
改
善
す
る
た

め
審
議
会
等
へ
の
女
性
の
登
用
を
積
極
的
に

図
る
な
ど
、
園
、
市
町
村
等
と
連
携
し
な
が

ら
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
施
策

を
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

①男女の人権の尊重
②固定的な役割分担を反映した制度や慣
行の見直し

③政策や方針の立案・決定への共同参画
④家庭生活と社会での活動の両立
⑤生涯にわたる健康の確保
⑥国際的協調

県の責務

.相談、苦情の適切な処理

・調査研究
・年次報告
・市町村・民間等の活動への支媛

.拠点施設の設置 ・男女共同参画審議会

男女共同参画社会の形成

男女の人権が尊重され、

豊かで活力ある社会の実現

今
、
な
ぜ

個
人
の
尊
重
と
男
女
平
等
は
、
憲
法
に
も

う
た
わ
れ
て
お
り
、
本
県
で
も
、
男
女
共
同

参
画
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
た
各
種
施
策

を
総
合
的
・
計
画
的
に
進
め
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
「
男
は
仕
事、

女
は
家
庭
」
と
い

う
固
定
的
な
役
割
分
担
意
識
は
依
然
と
し

て
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で

男
女
共
同
参
画
を
阻
む
大
き
な
障
害
と
な

っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
県
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画

の
推
進
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
掲
げ
、
県

を
は
じ
め
、
県
民
や
事
業
者
の
皆
さ
ん
の
役

割
を
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
男
女
の
人
権

が
尊
重
さ
れ
、
豊
か
で
活
力
あ
る
社
会
の
実

現
を
め
ざ
し
て
い
く
た
め
、
条
例
を
制
定
し

ま
し
た

D

男女の地位の平等感について
(平成11年度富山県男女協同社会に関する意識調査)

・家庭生活で 2.4% 0.6% 
一一一11ーー
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笠笠」也笠
口 男性の方が非常に優遇されている 口 どちらかといえば男性の方力t優遇されている

口平等 口どちらかといえば女性の方力糊されている

. 女性の方が非常に優遇されている口わからない

44.2% 

47.7% 

-職場で
女
性

男
性

事
業
者
は

事
業
活
動
を
行
う
と
き
は
、
方
針
決
定
や

就
業
環
境
な
ど
に
つ
い
て
、
男
女
共
同
参
画

の
推
進
に
努
め
る
と
と

-
男
女
の
人
権
侵
害
の
防
止

ま
た
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

や
、
夫
婦
や
パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
親
密
な
関
係

に
あ
る
男
女
間
の
暴
力
的
行
為
(
ド
メ
ス
テ

ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
)
、
性
別
に
よ
る
差

別
的
取
り
扱
い
な
ど
に
よ
り
、
男
女
の
人
権

が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
定
め

て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み

県
で
は
、
条
例
に
基
づ
い
て
、
次
の
施
策
を

重
点
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

-
よ
り
具
体
的
な
施
策
を
一
ぶ
す
男
女
共
同
参

画
計
画
の
策
定

-
広
報
活
動
や
学
校

・社
会
教
育
な
ど
を
通

富山県女性総合センターが

富山県民共生センターに

4月1日から、富山県女性総合センター

の名称が富山県民共生センターに変わ

り、男女共同参画の推進のための拠点

施設として位置づけられます。ここで

は、男女共同参画についての情報の収

集や提供、各種講座の開催を行うほか、

相談や苦情の申し出も受け付けますo

G愛称の「サンフォルテ」は変わりません)

※
百
力
女
共
同
参
画
」
と
は
っ

男
性
で
あ
る
こ
と
、
女
性
で
あ
る
と
と
に
か
か
わ

う
す
、
「
人
」
と
し
て
の
尊
厳
が
尊
重
さ
れ
る
と
と
も

に
、
男
女
が
対
等
芯
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
家
庭
、
職

場
、
学
校
、
地
域
な
ど
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
参

画
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
、
喜
び
と
責
任
を
と
も
に

分
か
ち
合
う
こ
と
で
す
。
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条
例
の
内
容

-
条
例
が
め
ざ
す
六
つ
の
基
本
理
念

男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
う
え
で
、
次

の
六
つ
の
基
本
理
念
を
示
し
て
い
ま
す
。

男
女
の
人
権
の
尊
重

個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
る
と
と
も
に
、
男
女

の
差
別
を
無
く
し
、
個
人
と
し
て
共
に
能
力

を
発
揮
す
る
機
会
を
確
保
し
ま
し
ょ
う
。

制固
度定
主的
理な
tr役
V~ 宝H

墨完
亡君

反
映
し
T乙

女
だ
か
ら
、
男
だ
か
ら
と
い
う
役
割
分
担
意

識
を
改
め
、
社
会
で
の
自
由
な
活
動
を
妨
げ

な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

政
策
や
方
針
の
立
案
・
決
定
へ
の
共

同
参
画

政
策
や
方
針
の
立
案
・
決
定
に
、
男
女
が
共

同
し
て
参
画
す
る
機
会
を
確
保
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

家
庭
生
活
と
社
会
で
の
活
動
の
両
立

子
育
て
や
介
護
な
ど
の
家
族
と
し
て
の
役
割

じ
た
啓
発
普
及

・
男
女
共
同
参
画
推
進
員
に
よ
る
再
発
普
及

・
拠
点
施
設
の
設
置
(
富
山
県
民
共
生
セ
ン

タ
ー
を
拠
点
施
設
に
位
置
づ
け
)

-
相
談
、
苦
情
の
適
切
な
処
理

-
市
町
村
・
民
間
等
の
活
動
へ
の
支
援
と
奨
励

・
施
策
の
実
施

・
推
進
状
況
の
年
次
報
告

な
ど男

'K
が
共
に
い
き
い
き
と
輝
き
、
豊
か

で
活
力
あ
る
社
会
を
築
き
上
げ
て
い
く
た
め

に
は
、
県
民
一
人
ひ
と
り
の
理
解
と
実
践

が
必
要
で
す
。
皆
さ
ん
も
ぜ
び
、
こ
れ
ま
で

当
た
り
前
と
思
っ
て
き
た
社
会
通
念
や
慣

習
を
見
直
す
な
ど
、
男
女
共
同
参
画
を
自

ら
の
問
題
と
し
て
考
え
、
身
近
な
こ
と
か
ら

取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。

-
問
合
せ
・
ご
意
見
は
、

県
庁
女
性
青
少
年
課
ま
で
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総合案内 ft 076 (432) 4500 

相談コーナー ft076 (432) 661 1 

8・県広報と哲彦 2001.4


